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濁
逸
ν
ン
テ

ン
銀
行
に
就
い
て

(
ニ
・
完
)

大

森

研

遺

第

持
分
債
務
者
に
封
す
る
課
税
及
び
徴
税

一
農
業
林
業
其
他
の
土
地
に
劃
す
る
課
税

農
業
林
業
園
曇
に
利
用
せ
ら
る
、
濁
逸
閥
内
の
土
地
に
し
て
、
一
九
二
二
一
年
入
月
一
一
日
の
経
畿
税
法
に
由
る

土
地
課
税
の
適
用
を
受
〈
る
も
の
は
、
そ
の
所
有
者
の
内
閲
人
た
る
ご
外
国
人
た
る
ご
を
悶
は
宇
凡
て
土
地
債
務

を
負
ふ
。

但
し
ν
y
ア
y
銀
行
設
立
怯
の
施
行
日
た
る
一
九
一
一
三
年
一

O
月
一
八
日
に
経
替
税
法
第
三
章
第
一
一
傑
に
該
嘗

す
る
土
地
、
即
も
H

公
法
人
た
る
帝
悶
又
は
府
間
柄
の
所
有
に
属
す
る
土
地
、
共
同
利
用
例
へ
ば
慈
善
の
目
的
に
使
用

せ
ら
る
、
財
閣
の
土
地
、
若
〈
は
外
閥
使
間
の
所
有
に
属
す
る
土
地
は
土
地
債
務
を
兎
か
る
o

一
O
月
一
入
日
以

後
に
生
じ
た
る
所
有
の
務
瓦
に
は
何
等
の
影
響
な

L
。

の
総
額
が
四

0
0
0馬
克
に
達
せ
ざ
る
土
地
の
所
有
者
及
び
賃
借
入
は
士
地
債

戸
、
。
}
弓
『
旦
可
山
間
ω宅
内
円
同

土
地
の

務
を
免
除
せ
ら
る
。
(
註
)

円
陸
)
宅

m
F『
E
E同
E
E
止
は
一
九
一
三
年
に
草
価
損
張
枕
寅
胞
の
際
閣
内
の
土
地
白
偵
額
を
評
定

L
F
所
由
、
謀
碓
の
基
礎
と
な
る
慣
値
て

詑

苑

猫
謹
レ
シ
テ
ン
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巷

(
第
二
統
一
一
一
二
)

七
九



誕

苑

濁
逸
レ
シ
テ
ン
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
二
務
-
一
三
一
)

p、
O 

あ
っ
て
、
経
替
枕
法
に
由
る
土
地
課
税
の
汁
算
に
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

土
地
が
賃
貸
借
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
土
地
所
有
権
者
及
び
賃
借
入
は
土
地
債
務
の
利
息
に
封

Lτ
共
同
責
任

を
負
ふ
。
其
割
合
は
土
地
所
有
権
若
四
分
の
つ
賃
借
入
四
分
の
一
ご
す
0
2
∞
〉
宮
凶
何
?
・
)
但
し
此
の
規

定
は
車
に
土
地
所
有
権
者
己
貸
借
入
正
の
法
律
関
係
を
規
定
せ
る
に
過
ぎ

F
る
も
の
で
あ
っ
て
、

v
y
一プ
V
銀
行

に
謝
す
る
持
分
債
務
に
謝
し

τは
何
等
影
響
す
る
所
が
な
い
。
例
《
ば
土
地
所
有
権
者
が
利
息
の
四
分
の
一
以
上

を
、
又
は
賃
借
入
が
四
分
の
三
以
上
を
支
抑
ひ
し
場
合
に
於
て
は
、
彼
等
契
約
賞
事
者
聞
に
於

τ調
停
す
る
(
賃

借
仲
裁
局

E
n
F
E
E四百四
E

Z
の
裁
決
を
仰
「
)
す
る
こ
さ
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
(
申
ミ
ロ
'
H
)

土
地
債
務

は
其
の
島
田
生
並
に
第
三
者
に
謝
す
る
致
カ
に
閥
L
t
塗
記
す
る
ニ
さ
を
要
せ
宇
0
3
5
間
宮
)
伺
L
V
ン
一
プ
ン

銀
行
又
は
土
地
所
有
権
者
の
申
請
あ
り
た
る
時
は
此
の
限
で
な
い
。
(
噛
『
0
・
同
ぎ
)

=
商
工
業
銀
行
業
経
替
に
謝
す
る
課
税

V

ン
ア
ン
銀
行
設
立
法
の
施
行
日
的
ち
一
九
二
三
年

7
0月
一
人
目
に
於
て
、
一
履
主
税
の
適
用
を
受
り
る
経
径

は
、
そ
の
休
止
せ
る
Z
否
ご
に
拘
ら
争
、
凡
て
債
務
を
負
ふ
。
(
経
替
税
法
の
施
行
規
則
第
三
保
多
照
)
手
工
業
経

轡
も
そ
が
免
税
貼
以
下
仁
在
ら
刊
さ
る
限
b
債
務
を
負
ム
。
経
管
財
産
の
評
慣
に
は
麺
豹
供
給
税
(
甲
♀
2
2
2
m
z
p

m
E
F向
山

Z
)
に
基
(
所
の
償
額
が
適
用
せ
ら
れ
る
。

或
る
経
径
が
課
税
せ
ら
る
、
か
否
や
の
標
準
は
、

V

Y

一
プ
ン
銀
行
設
立
法
の
施
行
日
に
於
て
、
該
経
替
が
経
緯

税
法
の
第
二
章
第
二
僚
に
該
嘗
す
る
か
否
ゃ
に
由
っ
て
定
ま
る
。
レ
ン
-
一
Y

ン
銀
行
設
主
法
施
行
規
定
第
十
九
僚
第

二
項
に
は
、
兎
税
駄
を
経
替
の
縛
財
産
の
償
額
四
十
高
馬
克
以
下

tι
、
経
管
財
産
自
慢
が
二
十
荷
馬
克
以
上
に



逮
せ

Y
る
時
亦
同
じ
ご
規
定
し
て
ゐ
る
。

レ
Y

7
ン
銀
行
法
施
行
規
定
第
二
十
一
一
僚
は
財
務
大
臣
に
、

v
y
-プ
ン
銀
行
の
同
意
を
得
て
、
債
務
費
書
の
形

式
及
び
内
容
を
確
定
す
べ
き
こ
ご
を
委
任
し
て
ゐ
る
o

而
し
て
債
務
謹
書
は

v
v
-
r
y
銀
行
に
委
付
さ
れ
る
。

経
替
の
全
部
叉
は
一
部
が
譲
渡
さ
れ
た
場
令
に
は
、
譲
浪
若
及
び
獲
得
者
は
債
務
詮
書
に
劃
し
て
共
同
し
て
責

を
負
ふ
。
但
し
v
y
-
Y
ン
銀
行
は
そ
の
敦
れ
か
一
方
の
責
任
を
解
除
す
る
こ
さ
を
得
る
。

或
る
企
業
か
ら
新
に
起

b
L経
替
も
亦
レ
ン

-
y
y
銀
行
仁
劃
し
て
責
を
負
ふ
。
例
へ
ば
或
る
曾
祉
が
自
己
の
資

本
を
以
て
一
つ
の
子
舎
祉
を
設
立
し
允
揚
合
の
如
吉
、
親
曾
祉
は
依
然
芭
し
て
従
来
の
責
を
負
ひ
、
新
設
の
子
曾

祉
は
一
見
に
新
L
き
債
務
を
負
ふ
の
で
あ
る
o

既
設
の
数
企
業
が
合
併
せ
し
場
合
に
は
V
V
7
y
銀
行
設
立
法
第
九

僚
第
四
項
の
通
用
が
あ
る
。

経
替
が
殿
止
吉
れ
允
場
合
に
は

V
Y
7
y
銀
行
は
そ
の
清
算
又
は
破
産
手
続
終
了
後
に
於
て
責
任
の
杢
部
叉
は

一
部
を
免
除
す
る
こ
ご
を
符
る
。
但
し
銀
行
は
毘
除
す
べ
き
義
務
を
負
は
な
い
。

=

一

刺

息

士
地
債
務
及
び
債
務
謹
書
の
利
息
の
支
梯
期
日
は
竿
年
毎
、
郎
も
四
月
一
目
、
十
月
一
日
で
あ
っ
て
、
そ
の
第

一
回
の
支
梯
期
日
は
一
九
二
四
年
四
月
一
日
で
あ
る
。
利
息
の
歩
令
は
年
六
分

W
M
Z
し
、
利
息
の
支
抑
日
に
行
は

晶
、
金
償
値
に
従
っ
て
レ
ン
ア
ン
馬
克
を
以
て
支
梯
ふ
。
其
の
支
噛
駒
場
所
は
義
務
者
所
管
の
財
務
暑
で
あ
る
。
利

息
の
支
梯
を
遅
滞
せ
し
場
合
に
は
刺
息
の
利
息
が
計
算
せ
ら
れ
る
。

四
租
税
の
徴
集

宮在

克

調
理
レ
シ
テ
シ
銀
行
に
就
い
て

第
十
丸
巻

(
第
二
親
一
三
吉
一
)

j1. 



話

，'1i: 

調
唱
曲
レ
ン
テ
ツ
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
二
親
一
三
回
)

入

叩
財
務
暑
の
権
限

財
務
官
聴
は
レ
ン
ア
ン
銀
行
設
立
に
闘
す
る
土
地
及
び
経
傍
に
劃
す
る
課
税
買
わ
の
権
限
を
有
す
。
而
し
て
帝

園
課
税
法
の
諸
規
定
、
特
に
官
克
の
排
除
並
に
拒
絶
に
関
す
る
第
四
十
四
傑
以
下
、
期
日
に
関
す
る
第
六
十
四
保

以
下
‘
彪
1
7
に
関
す
る
第
七
十
三
保
以
下
、
第
三
者
の
告
知
義
務
に
閲
す
る
第
百
七
十
七
線
以
下
、
官
騰
の
援
助

義
務
に
閲
す
る
第
百
九
十
一
係
、
決
定
及
び
確
定
手
続
に
閲
す
る
第
二
百
四
保
以
下
、
取
立
に
関
す
る
第
二
百
九

十
人
保
以
下
、

v
y
ア
ン
銀
行
法
施
行
規
定
第
五
十
六
僚
の
違
反
行
怨
の
庭
罰
手
績
に
関
す
る
第
三
百
入
十
五
線

以
下
が
遁
用
せ
ら
れ
る
。

財
務
署
は
上
地
所
有
機
者
又
は
企
業
経
笹
者
に
謝
す
る
徴
税
に
閲
し
て
、
場
所
的
に
権
限
を
有
す
。
但
し
若
し

或
る
土
地
が
多
数
人
の
共
有
に
麗
し
、
毛
の
個
々

ω持
分
者
に
謝
し
て
数
佃
の
財
務
暑
が
権
限
を
有
す
る
が
如
き

場
合
に
は
、
そ
の
土
地
所
管
の
財
務
暑
に
依
っ
て
土
地
債
務
が
決
定
せ
ら
れ
、
叉
そ
の
土
地
が
数
個
の
財
務
暑
の

所
管
に
跨
る
場
合
に
は
、
そ
の
債
務
の
最
高
額
を
徴
集
し
得
る
持
分
者
所
管
の
財
務
碧
が
楼
限
を
有
す
。

乙
債
務
設
書
の
振
出

財
務
暑
の
長
官
又
は
ぞ
の
代
表
者
は
、
各
債
務
謹
書
の
振
出
に
闘
し
て
議
定
書
を
調
製
す
る
ニ
ご
を
要
す
。
而

L
τ
此
の
議
定
書
に
は
債
務
詮
書
振
出
入
の
人
格
が
明
か
に
確
定
せ
ら
る
、
ゃ
う
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

義
務
者
が
若
し
所
定
の
期
間
内
に
債
務
承
認
の
請
求
に
感
じ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
財
務
暑
の
長
官
又
は
其
の
代

表
者
は
、
法
律
上
の
事
賞
及
び
関
係
が
生
十
る
所
の
補
充
債
務
謹
書
(
開
H
E
R
R
E
5
2
2
n
z
E
Zロ
悶
)
を

v
v
ア

y
銀
行
に
向
っ
て
振
出
す
-
}
芭
を
要
す
。



丙
確
定
報
告
及
び
法
律
上
の
手
段
(
訴
願
)

財
務
署
は
各
債
務
者
に
封

L
τ
、
土
地
債
務
及
び
債
務
部
阻
害
の
金
額
を
、
金
馬
克
を
以
て
表
は
せ
る
確
定
報
告

に
よ
っ
て
通
告
す
る
こ
ご
を
要
す
。

此
の
確
定
報
告
に
劃
L
て
は
法
律
上
の
手
段
削
も
訴
願
が
許
さ
れ
て
あ
る
。
茸
(
の
期
間
は
到
達
の
日
よ
b
こ
渇

間
以
内
ご
す
。
(
胡
勾

債
務
者
は
訴
願
の
提
起
に
由
っ
て
債
務
詩
書
の
振
出
を
免
除
せ
・
b
れ
る
の
で
は
な
い
。
唯
是
に
依
つ

t
債
務
詮

書
振
出
の
際
、
議
定
書
内
に
留
保
宣
明
の
調
製
を
要
求
す
る
権
利
が
賦
奥
廿
ら
る
、
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

訴
を
起
き
れ
た
財
務
暑
の
長
官
は
若
し
其
の
訴
が
確
詮
苫
れ
だ
場
合
に
は
直
ち
に
之
を
聴
許
し
得
る
も
、
然
ら

e
き
る
場
合
に
於

τは
之
を
財
務
裁
判
所

(
Z
E
5
m
g
n
E
)
の
長
官
に
交
付
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
債
務
者
は
若
し
そ

の
財
務
裁
判
所
の
判
決
に
謝
し
て
不
服
な
ら
ば
、
更
に
訴
を
帝
国
財
政
省
(
同
盟
各
也
E
E
7
0門
)
に
提
起
す
る
こ
Z

を
得
る
。

ロ
同

) 

第
四

調
逸
レ
ン
テ
ン
銀
行
の
機
関

一

線v
y
-プ
V
J

銀
行
の
債
務
者
た
る
土
地
所
有
権
者
並
に
企
業
経
答
者
は
同
時
に
共
の
負
責
の
程
度
に
藤
C
て
銀
行

曾
(
の

2
0吋包
5
2白
日
目
一
己
口
問
)

の
持
分
債
権
者
で
ゐ
る
。
(
註
)

(
註
)

此
白
持
分
債
権
臣
封
し

τ持
分
詮
書
は
作
製
せ
ら
れ
ず
。
持
分
自
譲
渡
は
レ
ン
テ
ン
融
行
白
承
認
を
得
る
と
と
を
彊
す
。
持
分
自
代
理
は
之

設

苑

猫
遁
レ
シ
テ
シ
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
二
抗

一
三
五
)

λ 



設

苑

濁
逸
レ
ン
テ
ン
鵠
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
二
親
一
三
大
)

A 
四

を
定
款
に
規
定
す
。
(
由

E

同
F
q
)

此
の
持
品
川
債
権
者
の
集
曾
が
v
y
-
7
y
銀
行
の
総
舎
で
あ
る
。
而
し
て
持
R
T
額
予
千
蔦
v
y
-
7
y
馬
克
毎
に
各

一
投
票
権
を
有
す
る
が
故
に
、
銀
行
の
資
本
金
総
額
多
拾
或
億
レ
ン
一
プ
ン
馬
克
に
謝
L
て
三
百
二
十
の
投
票
権
・
y

あ
る
ニ
正
、
な
る
o

郎
丸
慶
、
林
、
園
襲
業
の
代
表
者
ご
し

τ百
六
十
人
、
商
、
工
、
銀
行
業
の
代
表
者
ご
し
て

百
六
十
人
が
綿
曾
に
閲
奥
す
る
誇
で
あ
る
o

定
款
に
依
れ
ば
第
一
回
の
総
合
は
一
九
二
五
年
じ
閃
か
る
べ
〈
、
立
(
後
は
各
営
業
年
度
経
過
後
六
ヶ
月
以
内
に

正
式
の
総
曾
を
閥
ぐ
こ
子
ぜ
要
す
ご
あ
る
o

先
づ
差
常
b
監
査
役
曾
が
纏
曾
を
代
表
し
て
居
る
。
.

総
舎
は
箪
純
な
る
多
数
決
に
依
る
ぺ
き
も
、
資
本
金
の
減
少
、
管
業
範
囲

ω凌
夏
、
財
産
会
部
の
譲
渡
、
及
び

解
散
に
閲
す
る
決
議
の
際
に
は
、
出
席
表
決
権
の
四
分
の
三
以
上
を
要
す
る
の
で
ゐ
る
。

=
監
査
役
命
日
(
〉
己
E
n
r
z
t
)

最
初
の
監
査
役
は
創
立
者
の
互
選
に
依
0
し
も
、
一
九
二
五
年
に
開
か
る
べ
き
第
一
回
の
線
曾
よ
h
五
筒
年
の

任
期
を
以
て
選
定
せ
ら
る
o

監
査
役
の
数
は
定
款
に
は
二
十
一
名
以
上
Z
規
定
し
居
れ
い
と
も
、
現
在
は
四
十
一
名

あ
る
。
監
査
役
舎
の
一
合
長
は
濁
逸
v
y
p
プ
ン
銀
行
の
総
裁
で
ゐ
る
G

v
y
-
プ
ン
銀
行
が
其
の
銀
行
設
立
法
に
議
定
せ
る
額
以
上
、
猫
逸
政
府
、
帝
闘
銀
行
若
〈
は
私
設
後
券
銀
行
に

貸
出
を
怨
す
必
要
あ
る
場
令
に
は
、
特
に
監
査
役
舎
の
決
議
を
要
し
、
其
の
決
定
に
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
を

要
す
る
o

叉
レ
ン

-7vJ
銀
行
に
謝
す
る
持
分
の
譲
渡
に
も
監
金
役
舎
の
承
認
を
要
す
。

監
査
役
舎
は
各
竿
年
毎
に
、
而
し
て
第
一
回
は
一
九
二
四
年
の
六
月
に
於
て
、
帝
国
議
品
目
並
に
濁
逸
帝
国
曾
計



徐
資
院
長
に
依
っ
て
指
命
せ
ら
れ
た
る
委
員
曾
E
協
働
し
て
、

劃
す
る
所
定
保
障
現
在
額
を
公
告
す
る
義
務
を
負
ふ
。

=
一
管
理
食
(
〈

2
1
5
1
2匂
EH)

管
理
舎
は
監
査
役
曾
の
小
委
員
曾
で
あ
ラ
て
、
十
人
以
上
の
委
員
よ

h
成
h
、
現
在
は
十
四
名
よ
ち
成
る
。
管

理
曾
の
命
日
長
は
監
査
役
合
の
合
長
(
銀
行
の
総
裁
)
之
を
粂
ぬ
。

管
理
舎
国
有
の
任
務
は
銀
行
の
管
業
を
指
導
L
、
事
務
規
定
を
興
ふ
る
に
在
る
o

而
L
て
之
が
決
議
に
は
七
名

以
上
の
出
席
あ
る
こ
ご
を
要
す
む

管
理
舎
は
叉
監
査
役
曾
吉
岡
じ
〈
、
嘗
事
者
の
損
害
賠
償
の
請
求
権
を
害
す
る
こ
ご
な
〈
し
て
、
何
時
に
で
も

銀
行
役
員
の
任
用
を
取
消
し
得
る
。

定
款
に
よ
れ
ば
管
理
曾
は
濁
逸
政
府
、
帝
国
銀
行
若
〈
は
私
設
後
券
銀
行
に
劃
す
る
信
用
許
容
に
闘
し

τ慮
理

す
べ
き
楳
能
及
び
V

ン
ア
ン
、
Y
9
1
フ
並
に
レ
ン
ア
ン
銀
行
券
の
俊
行
額
及
び
形
式
を
決
定
す
る
権
能
を
有
す
。

管
理
舎
は
毎
月
銀
行
の
轡
業
獄
態
の
概
要
を
会
告
す
る
義
務
を
負
ふ
。

回

理

事

(

〈

2
M
g
E
)

v
y
ア
V

銀
行
に
は
少

f
z
も
二
人
以
上
の
理
事
あ
h
て
、
銀
行
の
管
業
を
指
導
す
る
。
理
事
の
宣
明
が
レ
ン

ν
y
-
ア
ン
プ

y
1
7
、
及
び

v
y
-
7
y
銀
行
券
ド

テ
V

銀
行
に
罰
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
が
た
め
に
は
、
少
〈
ご
も
二
人
以
上
の
理
事
、
若
〈
は
一
名
の
理
事
Z
業

務
支
配
人
ご
の
合
意
た
る
こ
ご
を
要
す
る
o

五

v
y
-
y
y
銀
行
の
補
助
機
関

(
E
-
F
2
m
E
o
ι
母
国
自
甘
口

r
E
r
)

設

宛

調
誕
レ
シ
テ
ン
組
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
二
駿
一
三
士
)

入
玉



結

苑

濁
議
レ
ン
テ
ン
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

八
第
二
晩
一
一
一
一
凡
)

入
六

レ
ン
ア
ン
銀
行
は
共
の
脱
営
業
範
固
に
於
て
財
務
官
爆
の
援
助
を
仰
「
ニ
ご
を
得
る
o

的
も
財
務
官
爆
は
V

ン
テ

ン
銀
行
の
替
業
の
範
囲
内
に
於
て
納
税
義
務
に
関
す
る
遁
告
書
を
交
付
す
る
義
務
を
有
す
o

此
場
合
に
ν
Y
7
y

銀
行
の
金
役
員
は
官
克
軟
秘
の
義
務
に
閲
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。
(
務
町
、
回
出
口
・
F
)

財
務
官
膳
は
一

V

ン
ア
ン
銀
行

ω
持
分
債
務
者
に
劃
す
る
徴
税
を
、
財
政
省
に
依
っ
て
設
定
せ
ら
れ
た
特
別
の

職
務
A
T
に
従
っ
て
執
行
す
る
時
、
二
弊
済
期
に
逮
せ
る
利
息
に
就
き
、
必
要
あ
れ
ば
強
制
執
行
を
な
す
時
噌
三
ν

y
e
y
y
銀
行
に
劃
し
て
生
一
壱

L
利
息
の
総
額
を
償
還
す
る
限
仁
於
て
、

V
ン
ア
y
銀
行
の
補
助
機
関
で
あ
る
。

六
政
府
委
員
曾
(
問
。
E
E
r即
時
己
耳
河
内
向
。
宮
古
岡
田
E
口
問
)

此
の
政
府
委
員
舎
な
る
も
の
は
、

v
y
-
プ
ン
銀
行
の
機
関
叉
は
補
助
機
関
に
も
あ
ら
宇
、
叉
政
府
の
設
定
せ

L

監
査
役
曾
で
も
な
い
。
只
政
府
Z
V
ン
ア
y
銀
行
ご
を
結
び
付
〈
る
一
穂
の
棋
で
あ
る
。

Tm-・
申
可
・
口
同
)

第
五

調
逸
レ
ン
テ
ン
銀
行
の
管
業

三
十
二
億
V

ン
テ
ン
馬
克
の
基
本
準
備
金
を
有
す
る
V

ン
-
プ
ン
銀
行
は
、
差
嘗
h
-
一
十
四
宿

v
v
-一ア
y
馬
克
の

V

ン
ア
ン
銀
行
券
を
畿
行

f
る
。
而
し
て
未
殺
行
の
入
信
v
y
ア
V

馬
克
に
就
て
は
、
監
査
役
曾
の
決
議
に
由
つ

て
の
み
彪
理

L
得
ら
る
、
-
』
Z
に
な
っ
て
ゐ
る
。

自
ロ
及
び
者
Z
E
m
ロ
宮
内

V
Y
7
y
銀
行
は
一
般
ご
直
接
の
取
引
を
な
さ
十
、
軍
に
濁
趨
政
府
、
帝
闘
銀
行
並
に
出
包
m
p
F
3
B
-
p
n
r
l

に
在
る
四
個
の
私
設
畿
券
銀
行

(
国

μ
L
Z
n
r
o
目
印

E
r
w
印
悼
の
}
】

ι
ω
n
Fぬ
回
型
国
】
内
祖
国
釦
}
A
Z
m淀川
}
M
O

z
。EM
g
p
r
z三
者
G
2
2
r
z品目
R
Z
Z♀
S
Eロ
r)
さ
の
み
偉
業
を
な

L
得
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。



-
濁
逸
政
府
へ
の
貸
附

義
行
せ
ら
れ
た
二
十
四
億
V

ン
ア
ン
渇
克
の
竿
額
即
ち
十
二
億
V

ン
ア
ン
馬
克
は
V

Y

7

y

銀
行
設
立
法
第
十

六
僚
及
び
第
十
七
僚
仁
白
h
濁
逸
政
府
に
貸
付
く
る
こ
ご
を
要
す
る
o

而
し

τ此
内
九
億
v
y
テ
ン
馬
克
は
年
六

分
の
利
附
貸
附
ご
し
て
、
残
h
J
三
億
v
y
ア
ン
馬
克
は
無
利
息
貸
附
ご
す
る
。

此
の
無
利
息
貸
附
の
三
億
V

ン
ア
V

馬
克
は
濁
逸
政
府
が
過
去
帝
園
銀
行
に
て
割
引
せ

L
大
城
省
謹
券
の
買
戻

に
充
つ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
調
逸
政
府
は
v
y
尋ノ
y
銀
行
券
後
行
の
日
よ
り
帝
国
銀
行
に
つ
い

τ大
蔵
省
議
券

の
割
引
を
な
さ
H
V

る
義
務
を
負
ふ
。
(
註
)

が
、
比
四

猫
謹
政
府
は
一
九
二
三
年
一
一
月
一
五
日
に

同
由
。
叶
ロ

=z口
町

hZTOHE司
「
は
一
丸
一
一
一
二
年
一
一

H
一
五
日
よ
り
-
一

O
日
迄
の
平
均
相
場
に
依
れ
ぽ
二
億
レ
シ
テ
ン
馬
克
に
相
官

同
唱
。
叶
ロ
ロ
呂
田
司
旦
〕
H
A
U

吋
口
昌
ユ
内

を
以

τ帝
間
銀
行
に
て
割
引
せ
し
大
寂
省
誼
券
を
買
戻
し
た

(
控
)し

た
、
従
っ
て
政
府
が
大
議
省
鐙
歩
買
戻
の
た
め
に
使
用
し
た
額
は
結
局
二
億
レ
ン
テ
ン
馬
光

J

て
あ
っ
て
、
無
刑
且
貸
附
白
残
り
一
億
レ

y
テ
ン

馬
克
は
特
別
の
契
約
に
依
り
利
息
貸
附
に
加
へ
ら
る
ミ
乙
ム
」
に
な
づ
た
。

濁
逸
政
府
に
謝
す
る
貸
附
は
英
の
元
刺
さ
も
v
y
手
ノ
ン
馬
克
を
以
て
償
還
せ
ら
れ
る
-
】
正
に
な
っ
て
ゐ
る
。

=
濁
逸
経
済
界
へ
の
貸
附

調
逸
政
府
へ
の
貸
附
Z
同
額
帥
も
十
二
億
v
y
ア
ン
馬
克
が
鴻
泡
の
一
般
経
済
界
じ
劃
し
て
貸
附
け
ら
れ
る

が
、
此
の
穂
の
貸
附
に
は
必
守
帝
国
銀
行
又
は
上
述
の
四
倒
の
私
設
後
券
銀
行
の
中
介
あ
る
こ
ご
を
要
し
、

V

ン

ア
ン
銀
行
は
決
し
て
受
信
者
正
直
接
の
関
係
に
立
た
な
い
ー
の
で
あ
る
。

此
の
貸
附
は
契
約
上
或
は
起
る
こ
芝
わ
る
べ
き
減
債
損
に
劇
到
し
て
保
障
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
郎
ち
v
y
ア
ン
馬
克

詑

tli: 

濁
亀
レ
シ
テ
ン
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
二
競

一
三
九
)

F、
七



設

苑

濁
謹
レ
シ
テ
ン
担
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
体
ニ
駿
一
四
O
)

λ‘ 
久、

の
珠
見
せ

Y
る
償
格
減
少
が
起
h
し
場
合
に
は
、
受
信
者
は
そ
の
減
療
損
を
負
携
す
る
ニ
ご
を
要
す
る
o

而
L
て

此
の
貸
附
の
利
息
は
V

V

7
ン
馬
克
を
以
て
叉
其
貸
附
金
及
び
或
は
生
守
る
こ
正
あ
る
-
へ
き
減
問
問
打
歩
は

v
v
F

Y

馬
克
若
〈
は
ν
y
-
ア
て
フ

y
1
7
を
以
て
支
抑
ふ
こ
Z
を
要
す
る
。

此
貸
附
に
謝
し
て
の
帝
国
銀
行
及
び
私
設
毅
券
銀
行
の
多
加
は
、
一
九
一
四
年
六
月
三

O
日
の
紙
幣
費
行
の
割

合
(
郎
も
一
一
針
二
に
準
中
る
。
(
ぐ
字
申
同
品
目
『
戸
)

三
業
他
の
業
務

ν
y
-
7
y
銀
行
は
何
時
に
て
も
V
V
7
y
銀
行
券
五
。
。
馬
克
以
上
の
所
持
人
に
費
し
て
、
望
に
依
り
同
券
面

額
の
レ
ン
-Y
ン
プ

?
1
フ
ご
引
換
ふ
る
義
務
が
あ
る
。
レ
ン
ア
ン
プ

9
1
フ
の
利
息
は
各
宇
年
毎
に
追
時
的
に
支

梯
い
¥
手
、
の
第
一
回
の
利
札
は
一
九
二
四
年
七
月
一
日
を
支
挽
期
日
ご
す
る
。

V
Y
7
y
銀
行
は
濁
逸
政
府
よ
h
そ
の
貸
附
に
謝
し
て
大
蕨
省
の
批
准
あ
る
債
務
詮
書
を
要
求
L
得
る
。

巴
・
ご

(
一
山
由

4
u
w
i
u
c
 

第
ノ、

純
利
盆
の
底
分
ご
管
業
の
柊
結

一
純
利
盆
の
底
分

レ
Y

ア
y
銀
行
の
管
業
一
般
は
普
通
の
商
人
的
企
業
芭
何
等
異
な
る
所
な
(
、
毎
年
芸
の
損
益
計
算
を
な
吉
ね

ば
な
ら
泊
。

V

ン
ア
ン
銀
行
設
立
法
第
十
入
僚
仁
は
純
刺
盆
の
底
分
仁
就
い
て
衣
の
如
〈
規
定
し
て
居
品
。
邸
も

先
づ
貸
借
掛
照
表
土
の
純
利
金
の
百
分
の
四
十
(
2
7
)

は
之
を
猫
逸
政
府
仁
劃
す
る
無
利
息
貸
附
の
償
却
に
充
つ
4



〈
償
却
勘
定
に
組
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
但
し
肋
の
無
利
息
貸
附
償
却
後
は
百
分
の
三
十
に
減
十
る
。
純
利
盆
の
璃

b
百
分
の
六
十
(
。
一
6

)

(

無
利
息
貸
附
償
却
後
な
ら
ば
百
分
の
七
十
)
は
銀
行
の
持
分
所
有
権
者
に
濁
し
て
其
の
持
分

額
の
百
分
の
六
(
伽
)
ま
で
の
配
嘗
を
す
る
。

v
y
aプ
V

銀
行
設
立
法
第
十
入
保
第
二
項
は
此
の
持
分
所
有
権
者
に

支
挑
は
る
べ
き
臨
賞
金
を
以
て
、
彼
等
が
突
の
竿
期
に
支
梯
ふ
べ
き
利
息
の
支
携
に
振
嘗
る
こ

Z
を
得
る
ご
規
定

し
て
ゐ
る
。

右
の
配
嘗
を
な
し
た
る
残
h
の
額
(
印
も
純
利
盆
の
百
分
の
五
十
四
又
は
百
分
の
六
十
四
)
は

v
y
ア
ン
銀
行
の

基
礎
輩
回
の
た
め
に
積
立
金
さ
す
る
。

=
管
業
の
終
結

V

ン
ア
ン
銀
行
は
濁
逸
政
府
よ
り
紙
幣
賛
行
の
穣
利
を
賦
輿
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
此
の
穣
利
は
何
時
に
て
も
政

府
よ
り
取
上
げ
ら
る
る
こ
芭
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
V

ン
7
v
銀
行
設
立
法
第
二
十
傑
一
項
じ
は
、
政
府
は

v
v
ア
ン
銀
行
よ
り
借
入
れ
セ
る
利
息
附
並
に
無
利
息
貸
附
を
完
全
に
償
還
す
べ
き
こ
記
、

ν
y
s
y
y
銀
行
は
之

に
担
割
し
流
通
内
に
存
す
る
V

ン
4
7
y
銀
行
券
を
吸
放
す
べ
き
義
務
を
負
ふ
己
規
定
し
て
ゐ
る
o
v
v
-一7
ン
銀
ι
引の

解
散
よ
り
生
一
宇
る
特
別
の
法
律
関
係
は
某
の
場
合
に
帝
園
法
律
を
以
て
規
定
す
る
o
v
y
-プ
ン
銀
行
の
管
業
は
軍

に
法
律
に
依
っ
て
V

ン
ア
ン
銀
行
設
立
法
が
厳
寒
せ
ら
れ
、
或
は
紙
幣
俊
行
の
樺
刺
が
拒
止
せ
ら
れ
た

ζ
Z
に
よ

っ
て
終
絡
を
告
や
る
も
の
で
は
な
い
。
事
ろ

v
y
ア
ン
銀
行
の
管
業
終
結
は
銀
行
が
漆
期
せ
ゴ
る
理
由
に
よ
b
支

梯
不
抱
又
は
破
産
に
陥
っ
た
場
合
で
あ
る
。
但
し
破
産
の
場
令
に
民
法
の
規
定
の
通
用
を
受
け
る
こ
さ
は
論
を
侯

z
t
、。

ゃ
'
e
，一l
v詑

苑

濁
逸
レ
ン
テ
シ
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
岱

(
第
二
腕
一
四
一
)

ノ、
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詑

苑

弱
謹
レ
シ
テ
ン
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
谷

(
第
二
脱

日司

) 

ブι
O 

v
y
ア
y
銀
行
が
破
産
し
た
る
場
合
に
持
分
債
務
者
は
銀
行
の
債
務
に
劃
し
て
釣
人
的
に
責
任
を
負
ふ
の
で
は

な
い
、
只
土
地
債
務
又
は
債
務
詮
書
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
た
責
任
額
に
感
じ
て
其
の
責
を
負
ふ

ωで
あ
る
。

第
七

般

規

定

一
程
法
的
関
係

V

ン
ア
y
銀
行
券
は
其
の
義
行
ご
共
に
法
律
上
許
容
せ
ら
れ
た
る
支
抑
要
具
ご
然
り
、
民
法
上
の
債
務
請
求
機

は
v
y
-
プ
y
馬
克
を
以
て
表
示
す
る
こ
ご
を
得
る
。
(
哨
官
口
同
)
但
し
債
務
者
は
其
の
債
務
が
v
y
テ

Y
馬
克

を
以
て
穆
へ
ら
る
、
も
、
明
示
的
に
某
の
償
還
に
は
V
Y
7
v
馬
克
を
以
て
す
る
さ
契
約
せ
ざ
る
場
合
に
は
、
帝

園
貨
幣
を
以
て
償
還
し
得
品
。
其
他
に
就

τは
v
v
-
一
プ
ン
馬
克
債
務
に
閲
し
て
は
金
銭
債
務
に
闘
す
奇
凡
て
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
。
手
形
及
び
小
切
手
が
V
V
7
y
馬
克
を
以
て
稀
へ
得
ら
る
、
こ
ご
は
論
を
侠
た
な
い
。
土
地

蚕
帳
の
骨
堂
記
に
v
y
-
7
v
馬
克
を
以

τし
得
る
か
否
や
の
問
題
に
就
て
は
多
少
疑
問
の
賂
が
な
い
で
は
な
い
。
土

地
肇
帳
規
則
第
二
寸
入
僚
に
は
土
地
の
償
額
は
帝
閣
貨
幣
を
以
て
す
べ
し
、
但
し
抵
嘗
の
許
容
宣
明

ω場
合
に
は

外
国
貨
幣
を
以
て
す
る
唱
」
吉
宮
得
ご
の
規
定
が
あ
る
。

V

ン
ア
ン
馬
克
は
勿
論
帝
国
貨
幣
に
も
外
岡
貨
幣
に
も
ゐ

ら
や
、
軍
な
る
特
別
の
法
規
に
依
っ
て
許
容
せ
ら
れ
た
一
支
捌
要
具
で
ゐ
る
、
然
L
抵
蛍
権
又
は
土
地
債
務
を
レ

ン
ア
ン
馬
克
で
以
て
準
記
し
得
る
♀
ご
は
施
行
規
定
其
他
よ
り
類
推
す
る
司
}
ご
が
能
き
る
ご
思
ふ
。
(
註
)

(
〈
一
也
・

ι
E
〉
Z
『

E向

N〈
0
2

〉

E
z
m
g
n
r
t
E
E
n
E
E
骨
了
-
N巴
【
円

}5P
骨
『
巴
O
E円
宮
ロ

HAZ司
4
2
O
E
-
-
H
U
N
V
印
岡
田
品
・
)

(=l 
腔

慮
罰
規
定



甲

V

ン
ア
ン
銀
行
の
役
員
に
謝
す
る
虞
罰
規
定

V
V
7
y
銀
行
設
立
法
施
行
規
定
第
五
十
三
像
以
下
に
は
罰
則
を
規
定
(
て
ゐ
る
。
郎
も
V
Y
7
y
銀
行
の
理

事
、
監
査
役
曾
又
は
管
理
舎
の
各
員
は
、

V
V
2
7
y
銀
行
に
不
利
盆
を
裳
ら
し
む
る
が
如
吉
行
矯
を
企

τ、
又
は

銀
行
財
産
欣
態
の
監
視
に
於
て
若
〈
は
総
曾
の
議
演
に
於
て
、
銀
行
の
諸
関
係
の
奴
態
を
不
嘗
に
陳
述
し
又
は
隠

蔽
せ
し
場
合
に
は
、
懲
役
及
び
罰
金
刑
に
虞
せ
ら
る
。
但
し
此
の
場
合
被
告
費
者
の
故
意
的
行
匁
が
立
謹
せ
ら
る

る
こ
芭
を
必
要
Z
す
る
。
不
注
意
怠
慢
の
場
合
に
は
、
民
法
上
の
損
害
賠
償
の
責
を
負
ふ
も
、
刑
法
上
蕗
罰
せ
ら

る
、
こ
ご
な
し
o
G
虫
、
出
品
・
巴
戸
)

V

ン
ア
ン
銀
行
の
役
員
並
に
使
用
人
は
、

V

ン
ア
ン
銀
行
の
債
務
者
の
財
産
関
係
に
開
L
て
、
毛
の
有
す
る
知

識
が
経
由
業
上
の
行
潟
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
絶
岨
聞
に
秘
密
を
守
る
べ
き
義
務
を
負
ふ
。

(

鴎

血

ロH
)

刑
法
上
彼
等
は
官
吏
ご
同
様
仁
取
扱
は
れ
、
そ
の
違
反
行
潟
は
刑
法
上
慮
罰
せ
ら
る
べ
き
犯
罪
行
矯

ご
な
る
。

但
L
此
の
行
縛
が
犯
罪
己
な
る
に
は
告
訴
あ
る
こ

zee必
要
ご
し
、
刑
事
告
訴
の
提
起
に
よ
っ
て
初
め
て
効
力

を
生
守
る
の
で
あ
る
。

V
V
7
v
銀
行
の
理
事
並
に
政
府
委
員
曾
の
各
員
も
凡
て
験
秘
義
務
を
負
ふ
。

刑
法
威
嚇
は
右
の
違
反
行
銭
が
利
己
の
た
め
又
は
他
人
を
害
す
る
目
的
を
以
て
故
意
に
企
て
ら
れ
た
時
一
一
層
厳
峻

で
あ
る
。

此
の
刑
法
上
の
規
定
は

v
v
テ
ン
銀
行
の
補
助
機
関
た
る
財
務
暑
の
官
克
に
謝
し
て
も
嘗
然
適
用
せ
ら
る
べ
き

説

苑

調
題
レ
シ
テ
ン
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
二
統
一
四
一
ニ
)

;1" 



話

苑

調
謹
レ

Y
一
ア
シ
銀
行
に
就
い
で

第
十
丸
谷

(
第
ニ
斑
一
岡
田
)

)， 

で
あ
る
。

乙
一
般
的
慮
罰
規
定

v
y
テ
Y

銀
行
が
権
利
を
有
す
る
所
の
貨
幣
給
付
を
減
縮
せ
ん
ご
努
め
し
者
は
、
そ
の
減
縮
に
よ
っ
て
自
己
叉

は
他
人
を
利
せ
ん
さ
せ
し
ゃ
否
や
を
問
は
守
、
懲
役
及
び
罰
金
若
〈
は
そ
の
貌
れ
か
一
に
慮
せ
ら
る
o
叉
印
刷
物

療
布
に
依
h
或
は
公
衆
の
面
前
に
於
て
、

V

ン
テ
ン
馬
克
の
受
取
を
桓
み
、
又
は

v
v
-一
プ
ン
銀
行
に
閲
す
る
法
律

上
の
規
定
の
賞
行
を
妨
「
る
た
め
に
、
挑
費
又
は
煽
動
す
る
行
魚
は
刑
法
上
之
を
禁
宇
。

最古

t 

t=t 

以
上
濁
逸

v
v
ア
ン
銀
行
の
起
源
、
組
織
等
其
の
概
要
を
説
明
し
た
が
、
最
後
に
該
銀
行
の
利
盆
長
短
に
就
い

て
孜
ふ
る
に
・
先
づ
共
の
利
盆
一
長
所
ご
し
て
、
一

V

V

ア
ン
銀
行
設
立
の
結
果
、
濁
逸
政
府
は
一
時
的
芭
は
云

t

v

v
ア
ン
銀
行
よ

b
の
貸
附
に
依
っ
て
財
政
の
窮
乏
を
凌
ぎ
得
、
共
問
、
牧
入
の
増
加
、
支
出
の
制
限
に
よ

っ
て
財
政
救
済
の
策
を
樹
立

L
得
る
こ
古
。
二
帝
閥
銀
行
は
過
去
に
於
て
政
府
に
割
引
せ
し
大
戒
省
設
券
の
買
戻

を
受
付
、
真
に
今
後
大
蔵
省
管
券
其
他
の
割
引
を
政
府
よ
り
依
頼
さ
れ
る
こ
ご
な
き
に
至
っ
た
か
ら
、
従
来
の
如

き
馬
克
紙
幣
膨
脹
の
弊
を
阻
止
し
得
る
の
み
な
ら
宇
、
漸
次
馬
克
紙
幣
の
鈎
却
に
着
手
し
得
る
こ
芭
O

一
二
次
に
V

Y
7
y
銀
行
自
身
の
側
よ
り
見
る
に
、
一
方
持
分
債
務
者
よ
り
土
地
債
務
並
に
債
務
諸
書
に
封
し
法
律
上
強
制
的

に
年
六
分
の
利
息
を
徴
集
L
、
他
方
澗
逸
政
府
某
他
に
劃
し
て
の
貸
附
金
よ
り
は
年
六
分
の
利
子
を
股
め
得
る
を

以
て
、

V
Y
7
y
馬
克
の
噛
四
期
せ
玄
る
債
格
減
損
の
起
ら
さ
る
限
bd
、
利
盆
を
扇
も
符
る
ご
も
、
損
失
を
蒙
ら
さ



る
こ
ど
、
備
は
此
他
銀
行
は

v
y
ア
ン
プ
リ
ノ

1
フ
寅
買
の
繁
閑
多
少
に
依
っ
て
銀
行
に
謝
す
る
一
般
信
用
を
付
度

し
得
ぺ
〈
、
従
っ
て
事
前
に
策
を
施
L
得
る
の
刺
盆
が
あ
る
。
四
又
一
般
人
民
は
V

ン
ア
ン
銀
行
券
に
劃

L
て
危

険
を
戚
宇
品
時
は
何
時
に
て
も
直
も
に
土
地
債
務
並
に
債
務
詮
書
に
謝
し
て
抵
官
権
を
設
定
せ
る
五
分
利
附
の

v

y
y
y
ブ
ワ

1
7
ご
引
換
へ
得
る
が
故
に
、

v
y
d
プ
ン
馬
克
の
暴
落
よ
ち
蒙
る
惨
禍
を
免
れ
得
ぺ
〈
、
従
来
の
不

換
紙
幣
に
比
し
て
遂
に
安
全
且
つ
有
利
で
あ
る
。
五
向
ほ
V

V

7

v

銀
行
の
基
本
準
備
金
は
、
殆
ん
H

と
園
民
全
般

に
亘
っ

τ、
主
(
の
所
有
す
る
土
地
衣
は
終
鍔
に
負
諜
せ
ら
れ
わ
ん
消
極
的
濠
出
よ
り
成
る
を
以
て
、
常
に
金
を
準
備

さ
Lτ
之
を
死
滅
す
る
の
不
経
済
な
き
の
み
な
ら
守
、
品
、
の
持
分
債
務
者
が
同
時
に
銀
行
の
持
分
所
有
権
者
た
る

関
係
上
、

v
v
-
y
y
銀
行
券
が
吏
抑
要
具
さ
し
て
市
場
洗
通
の
国
滑
を
得
べ
〈
、
又
賠
償
問
題
等
仁
関
聯
L
て
外

岡
よ
り
脅
Z
れ
る
畑
出
が
少
な
い
。
六
況
や
V

Y

4
プ
ン
銀
行
設
立
の
結
果
、
兎
仁
も
角
じ
も
通
貨

ω安
定
を
得
、
勝

じ
崩
暗
闇
せ
ん
ご
せ
し
鶴
逸
の
財
政
金
融
仁
小
康
を
得
せ
し
め
た
る
功
績
は
浸
す
る
こ
と
が
能
き
な
レ
。

然
L
翻
っ
て
考
へ
る
言
、
叉
之
に
は
幾
多
一
の
一
短
所
E
快
貼
ご
が
存
す
る
。
卸
も
レ
ン
一
プ
Y

銀
行
の
総
裁
の
選
任

並
に
定
歎
の
鐙
真
に
は
政
府
の
承
認
を
要
す
る
こ
吉
、
な
っ
て
居
h
J
、
V

ン
-
プ
シ
銀
行
の
運
命
が
濁
逸
政
府
の
政

援
又
は
政
策
に
依
っ
て
左
右
せ
ら
志
、
の
慌
が
な
い
で
は
な
い
、
且
つ
政
府
へ
の
貸
附
金
が
完
全
に
償
還
せ
ら
る

・
る
や
否
や
、
従
っ
て
レ
ン
ア
ジ
銀
行
が
其
の
接
行
せ
し
V

ン
ラ
ン
銀
行
券
を
完
全
に
吸
集

ι得
る
や
奇
や
大
に
疑

問
で
あ
る
。
二
夫
に
銀
行
の
持
分
所
有
権
煮
は
銀
行
に
純
利
盆
を
生
じ
た
る
場
合
に
は
其
の
持
分
に
底
じ
て
最
高

六
分
迄
の
院
賞
に
奥
か
ち
得
る
も
、
愉
方
共
持
分
に
謝
し
て
は
強
制
的
に
六
分
の
利
息
金
徴
集
せ
ら
る
、
が
故

に
、
結
局
何
等
の
利
益
な
き
の
み
な
ら
ず
、
若
[
銀
行
が
支
沸
不
能
又
は
破
産
に
陥
っ
た
場
令
に
は
銀
行
の
債
務

設

苑

(
第
二
腕
一
四
五
)

ゴL

描
謹
ν

ン
J

ア
シ
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
を



一
四
六
)
二
九
四

に
謝
し
て
持
分
に
膝
じ
て
責
任
を
負
は

F
る
べ
か
ら

F
る
の
危
険
ご
不
利
盆
ご
が
あ
る
。
三
叉
V

V

4
プ
ン
銀
行
が

一
種
の
強
制
的
組
合
で
あ
り
、
且
つ
主
(
の
基
本
準
備
金
調
達
の
方
法
が
資
本
課
税
た
る
献
に
於
工
幾
多
の
勢
害
繰

詑

l苑

濁
唱
曲
一
レ
シ
テ
ン
銀
行
に
就
い
で

第
十
九
巻

(
第
一
一
焼

貼
の
存
す
る
唱
』
己
は
説
明
す
る
迄
も
な
い
o

之
を
要
す
る
に
V

ン
ア
ン
銀
行
は
理
論
上
及
び
貫
際
上
計
ら
見
る
も
、
決
し
て
完
全
裕
美
の
も
の
で
な
い
、
否

な
寧
ろ
V

ン
ア
y

銀
行
は
財
政
金
融
の
窮
乏
奈
乱
の
極
度
に
蓬
せ
し
獅
逸
が
常
面
懸
念
の
活
協
を
開
か
ん
が
た
め

に
採
用
せ
し
施
設
で
ゐ
勺
て
、
所
詮
救
済
銀
行
(
同
州
立

Z
A岳
山
口
「
)
た
る
に
過
ぎ
な

ν
の
で
あ
る
。
去
れ
ば
之
に

向
っ
て
終
局
的
裁
果
を
期
L
、
理
論
上
及
び
貫
際
上
の
完
備
を
望
む
が
如
き
は
過
の
大
な
る
も
の
で
あ
る
。

凡
て
を
葬
る
時
の
流
れ
が
逆
に
戻
っ
て
、
過
去
の
施
設
が
現
代
の
、
而
か
も
欧
洲
の
中
央
に
漂
い
来
た
も
の
は

則
も
此
の
濁
逸
v
y
-
プ
y
銀
行
で
あ
る
。

過
去
に
於
て
は
丁
抹
の
如
〈
成
功
せ
る
例
も
あ
れ
ば
、
英
図
仰
的
西
の
如
〈
失
敗
し
た
例
も
あ
る
。
濁
逸
に
謝

し
て
果
し
て
何
れ
の
歴
史
が
繰
返
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
o

酬
明
逸
財
政
金
融
の
危
機
は
未
だ
去
っ
て
は
ゐ
な
い
。
前

途
に
は
濁
逸
興
廃
の
岐
る
、
賠
償
問
題
が
横
は
b
、
過
去
に
は
財
政
金
融
上
幾
多
の
弱
貼
Z
綱
根
を
遺
し

τ
ゐ

る。

V

ン
ア
ン
銀
行
が
今
後
能
〈
溺
れ
た
る
猫
逸
の
財
政
を
沈
論
の
境
か
ら
救
ぃ
、
素
乱
せ
る
貨
幣
金
融
を
破
滅

の
淵
か
ら
援
け
得
る
か
否
や
は
世
界
の
大
な
謎
で
あ
る
。
余
は
諸
肴
己
共
に
、
特
別
の
興
味
を
以
て
今
後
の
成
行

を
疑
観
め

τ行
か
う
ご
思
ふ
。
(
完
)
(
大
正
十
三
年
三
月
一
日
於
伯
林
平
之
)


